様式１
寝屋川市景観審議会委員（第９期委員）
　　　　　　　　　　　　　を募集します。

～寝屋川市の良好な景観形成のために～
　寝屋川市では、景観法を活用し、良好な景観の形成を図るため、寝屋川市景観審議会を設置しています。第８期委員の任期満了に伴い、新たに景観形成に関する重要事項を審議していただく第９期委員を市民の皆様から募集します。
	１　募集人数
	　　　　　　　２名

	２　任期
	委嘱の日から２か年

	３　応募資格
	・18歳以上の方
・寝屋川市の景観形成に関心のある方
・平日の昼間に開催する会議に出席できる方（年２～３回程度）
・寝屋川市の区域内に住所を有する者であること。ただし、審議会等の所掌事務によっては、寝屋川市の区域内に在る事務所若しくは事業所又は学校に勤務し又は在学する者を含むことができる。
・応募日現在において、寝屋川市の審議会等の委員（他の審議会等の委員に応募している者を含む｡)になっていない者であること。
・市・府民税等を滞納していない者であること。
・寝屋川市暴力団排除条例（平成25年寝屋川市条例第20号）に規定する暴力団員でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者であること。

	４　応募方法
	・次の書類を令和８年７月31日（金）午後5時30分必着で、審査指導課まで、持参、郵送、ファックスまたはメールで提出して下さい。
・寝屋川市景観審議会市民委員応募用紙（別紙の応募用紙の記載事項や制限文字
　数を満たしておれば、様式自由）、同意書、誓約書

	５　受付期間
	令和８年７月１日から７月31日午後５時30分まで
※締切（７月31日午後５時30分）時点で応募人数が募集人数を下回っている場合は、受付期間を延長することもありますので、市ホームページの審査指導課該当ページにてご確認下さい。

	６　選考・通知
	・応募用紙により第1次選考を行い合格者（上位４名）に対し第２次選考（個別
面接）を行います。
・第２次選考（個別面接）は８月中旬に実施します｡面接会場時間等は、個別に
お知らせします。また、最終選考結果は個別面接受験者に文書にて結果を通知
いたします。なお、８月中に委員を決定し応募者全員に文書にて結果を通知いたします。※申し込み状況により、面接および結果通知の日程は変更となることがあります。

	７　その他
	市の基準に基づき、報酬を支給します。（１回の出席につき9,000円）

	８　応募/問合せ先
	〒572-8555寝屋川市本町１番１号
寝屋川市　都市管理部審査指導課
電話　０７２－８２４－１１８１（代）
ファックス　０７２－８２５－２６１８
e-mail　sinsa@city.neyagawa.osaka.jp


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寝屋川市景観審議会市民公募委員募集要綱
寝屋川市景観審議会市民委員応募用紙

	ふりがな
	
	性別
	生年月日
	　　　　　　　　　年　　月　　日生

	
氏　　名

	
	男・女
	年齢
	　　　　　　　　　　　　　　　　歳

	住　　所
	〒　　　　　　　　☎




	
職

業
	

	※寝屋川市外にお住まいの方のみ、下の欄に在職、在学する寝屋川市の事業所または学校の名称・所在地をお書き下さい。

	名　　称
	


	住　　所
	〒　　　　　　　　　　　☎



	小論文【寝屋川市の景観について】（300文字以上800文字以内）

	













	【応募の動機】（100文字以上200文字以内）

	







	【社会活動や地域活動の経験を簡潔にお書き下さい】

	



